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本研究の目的は授受動詞文の格関係、方向性、視点制約の特定・訂正能力の向上を促すのに｢必

須成分｣と｢任意成分｣の区別を学習者に認識してもらう必要性があるかどうかを検証することであ

る。授受動詞文の産出について横田(2009)､太田(2020:11)､未繁(2014:13)などの先行研究により､

以下の 4つの問題点が指摘された。 

① 事柄の移動、視点、恩恵、動作のやりもらいを同時に処理することが難しい。 

② さまざまな形式と組み合わさる授受表現の適切な運用は難しい。 

③ 主語が頻繁に省略されることは授受表現を適切に処理しにくい要因の一つである。 

④ 視点の不統一と主語が省略されることは学習者の授受動詞文の文理解に影響を及ぼす。 

このように､構造が複雑な授受動詞文を正しく作成するためには、方向性や視点制約、視点の統

一､主語の頻繁的な省略さらに授受表現と組み合わせるさまざまな文型など、多くの要素を考慮す

る必要がある。しかし､多くの場合、下記の例のように､これらの問題は必須成分のみで判断できる 

例:私は先生にインタービューしました。私にいろんな問題を詳しく説明してもらって､とても面白

かったです。 

必須成分:              私に        問題を     説明してもらう 

意味役割:動作主／受け手は／が   与え手      説明する内容 

視点制約: 制限なし   話者のソト(×) 

しかし､『みんなの日本語』や『初級日本語』、『初級日本語大地』などの文法・構造シラバスに

基づく総合的な日本語教科書および教師用指導書では、導入に際して必須成分のみの基本文型が多

用されているが、必須成分と任意成分の明示的な区別が学習項目として取り上げられているわけで

はない。それに対して､『考えて、解いて、学ぶ日本語教育の文法』や『新しい日本語学入門』な

どの日本語教師向け教科書では、必須成分と任意成分の明示的な区別は教師にとって知っておくべ

き知識として学習項目とされている。つまり､学習者に対してこの区別が重要かどうかについては、

まだ十分に検討されていない。本研究では、下記のように授受動詞文の特定 ・訂正において、学習

者にとって必須成分と任意成分の明示的な区別が必要な学習項目であるかという仮説を検証する。 

 事前テスト 

問題文群 A 

直後テスト 

問題文群 B 

遅延テスト 

問題文群 C 

実験群 教示なし ｢構造法｣ 教示なし 

対照群 教示なし ｢復習法｣ 教示なし 
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